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C05F Ｃ０５Ｂ，Ｃ０５Ｃに分類されない有
機質肥料，例．廃棄物またはじんかい
からの肥料 

注 

たい肥化する方法に特徴のある工程，またはそのための装置は

グループＣ０５Ｆ１７／００に分類する。［５］ 

1/00 動物の死体またはその一部から造られた肥

料 

1/02 ・製造装置 

3/00 人間または動物の排せつ物，例．厩肥，か

らの肥料 

3/02 ・グアノ 

3/04 ・人ぷんから造られたもの 

3/06 ・製造装置 

5/00 蒸留残留物，糖蜜，酒類の蒸留かす，製糖

工場の廃物または同様な廃物または残留物

から造られた肥料 

7/00 廃水，下水スラッジ，へどろ，沈でい，ま

たは同様の残留物から造られた肥料 

7/02 ・亜硫酸パルプ廃液またはセルロース製造

からのその他の廃液から造られたもの 

7/04 ・カリウム工業の廃液から造られたもの 

9/00 家庭または都市のじんかいから造られた肥

料 

9/02 ・製造装置 

9/04 ・生物的たい肥 

11/00 他の有機質肥料 

11/02 ・でい炭，かっ炭または同様の植物質埋蔵

物から造られたもの 

11/04 ・・でい炭から造られた園芸用土（でい炭

を含有する生長基質Ａ０１Ｇ２４／２

８）［２０１８．０１］ 

11/06 ・・製造装置 

11/08 ・添加された微生物の培養物，菌糸体また

は同じようなものを含む有機質肥料 

11/10 ・植物ビタミンまたは植物ホルモンを含む

肥料 

15/00 メイングループＣ０５Ｆ１／００～Ｃ０５

Ｆ１１／００のうち２以上のメイングルー

プに包含される肥料の混合物；出発材料の

混合物からなる肥料で，そのすべての出発

材料がこのサブクラスに包含されるが，同

じメイングループに包含されないもの［５］ 

17/00 たい肥にする方法に特徴がある肥料の製造

［５］ 

17/02 ・そのための装置［５］ 

 


